
4

就
業
規
則
に
つ
い
て

方法

就業規則を作成することは、労使間のトラブル防止はもちろんのこと、互いにルールをはっきりさせておくこと、
労働者間の不公平感を無くすことといった効果が期待できます。また、助成金の支給要件に就業規則の作成が
義務付けられていることもあり、常時10人以上の労働者を使用しない場合でも、これを機会に是非作成するこ
とをおすすめします。

4 就業規則の周知と労働条件通知書の関係
作成・届出をした就業規則は労働者に必ず周知（※）しなければなりません。周知する方法としては、①作業場などに常に
掲示②全員（※）周知→周りの人に知れ渡っていることに配布③パソコンなどで、いつでも確認可のどれかにしなければ
なりません。周知がなければ、せっかく作った就業規則は無効となります。（周知なし→ 30 万円以下の罰金）
また、労働条件通知書（雇用契約書）の内容の一部が就業規則の内容より低い労働条件となっている場合は、その部分は
無効となり、就業規則で定める労働条件となります。
なお、就業規則の一部が労働基準法などの法令に違反する場合は、違反する部分は労働条件とはなりません。

4 就業規則の流れ（まとめ）
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就業規則の内容まで引き上げられる！
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「就業規則」について、皆様から様々な質問やお声を頂戴しています。今回は、就業規則の意義、
記載事項や周知方法などについて解説します。農業の労務管理において、「就業規則」の重要性に
ついて、ご理解頂ければ幸いです。なお、「就業規則」を作ることがゴールではなく、入社時など「就
業規則」の内容について、従業員が理解できるまで、丁寧に説明することが大事です。また、従業
員にとって不利になるような就業規則の変更は、原則、従業員の個別同意が必要です。

「就業規則」って何のために作るの？
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今回のポイント

大学卒業後、23 年間金沢市役所で勤務の後、平成 9 年実父の経営する堀内社会保険労務士事務所に
入り、平成 14 年より同事務所所長就任。
“企業が発展し、従業員が幸せになり、地域がより良くなるよう全力で支援する”との事務所ポリシーの
もと、職員とともに自らも農業から製造業、サービス業そして公的団体などに至るまで、幅広い労務相
談の先頭に立っている。平成 30 年より全国農業経営支援社会保険労務士ネットワーク会長、日本農業
労災学会副会長。

堀内社会保険労務士事務所
所長 堀内 政德 氏

就業規則

モデル就業規則（厚生労働省令和 5 年 7 月版）では、「労働者が安心して働ける明るい職場を作ることは、事業規模や業種
を問わず、すべての企業にとって重要なことです。そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・
服務規律など、労働者の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切
です。」とされています。
つまり、従業員共通の権利（経営者の義務）と従業員共通の義務（経営者の権利）を働く側と雇う側の双方で確認した約
束事が書いてある文書であり、「会社の憲法」とも呼ばれています。

従業員が何人いたら、「就業規則」を作成・届け出しなければならない？
労働基準法では、法人経営、個人経営に関係なく、常時 10 人以上の従業員（パートタイマーなども含みます。）を使用す
る事業場においては、これを作成しまたは変更する場合に、労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
（届出違反は 30 万円以下の罰金）
また、就業規則は、企業単位ではなく事業場単位で作成し、届け出なければなりません。例えば本社農場では、常時 10 人
以上いるが、2km 離れた分農場は常時 8人しかいないケースでは、本社農場のみ作成届出義務はあるが、分農場は作成届
出義務はありません。
しかしながら、全社で統一的な就業規則の適用が必要であれば分農場についても、作成・届出をすることが望ましいです。
また 10 人未満の経営体であっても労使間のトラブルなどが生じないよう作成・届出をすることをおすすめします。

3 就業規則の記載項目について
就業規則に書く内容は、下表のように、（1）必ず書いておかなければならない事項、（2）約束事がある場合に必ず書いてお
かなければならない事項、（3）上記　（1）（2）以外で経営者が書いておきたい事項の 3 種類があります。

就業規則を作成する目的

従業員の権利（例）

企業秩序維持

モチベーションアップ

労働条件の統一的管理

優秀な人材確保・定着

労使紛争の防止

生産性の向上

お休みを
きちんと
とりたい！

経営者の権利（例）

毎日遅刻
しないで
ほしい！

本社
15人

分農場
8人

作成届出義務

本社のみ
5人

義務はないが
作成届出すべき

義務はないが
作成届出すべき

届出もれ
30万円以下の罰金
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（1）必ず書いておかなければ
ならない事項
絶対的必要記載事項

労働時間関係

賃金関係

退職・解雇関係

①始業・終業時間
②休憩時間
③休日（法定休日・法定外休日）
④休暇（年休・育休・慶弔休暇など）
⑤交替制の場合①～④

①退職手当に関する事項（適用労働者の範囲、退職手当の決定・計算
・支払いの方法、支払時期）
②臨時の賃金等（退職手当を除く。）、最低賃金額
③食費、作業用品、その他の従業員負担
④安全・衛生
⑤職業訓練
⑥災害補償、業務外の傷病扶助（休職・手当金）
⑦表彰・制裁（懲戒）の種類・程度
⑧その他全員に適用されるもの（服務規律・守秘義務など）

就業規則の制定趣旨、経営理念や経営者と従業員の関係など

①賃金の決定・計算の方法
②賃金の支払いの方法
③賃金の締切日・支払日
④昇給の時期・基準

①退職の理由とその手続き
②解雇の理由とその手続き

（2）経営体内で約束事があ
る婆に必ず書いておかなけれ
ばならない事項
相対的必要記載事項

（3）上記（1）（2）以外で経
営者が書いておきたい事項
任意記載事項

記載事項 内容 項目

農業では適用除外となっ
ているが、安全配慮義務
（労働契約法違反）の観
点からも設定すべき！


